
　
兵
庫
県
で
は
６
月
を
「
豊

か
な
む
ら
を
災
害
か
ら
守
る

月
間
」
と
定
め
、
梅
雨
や
台

風
の
時
期
を
前
に
、
県
内
各

市
町
、
関
係
機
関
と
が
協
力

し
て
、
農
山
村
地
域
の
防
災

力
の
向
上
を
図
る
運
動
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　
地
震
な
ど
の
予
想
が
難
し

い
災
害
と
は
違
い
、
梅
雨
や

台
風
は
、
気
象
情
報
を
収
集

す
る
こ
と
で
余
裕
を
も
っ
て

行
動
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
気
象
情
報
を
活
用
し
て

大
雨
が
降
る
前
に
災
害
へ
の

備
え
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
近
年
た
め
池
に
係

る
水
難
事
故
が
発
生
し
て
い

ま
す
。
尊
い
命
が
奪
わ
れ
る

事
は
誠
に
痛
ま
し
い
事
で
あ

り
、
子
供
た
ち
が
、
水
辺
に

近
づ
く
こ
と
が
増
え
る
こ
の

時
期
に
水
難
事
故
防
止
対
策

に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

第11号
令和２年 6 月

ため池の監視人は決められていますか。
非常時の通報の方法及び避難対策は十分ですか。
非常時の応急資材（土のうなど）の準備はできていますか。
気象情報などで、大雨が予想されるときの、ため池の減水
などの対策、その他の対策は万全ですか。
堤防の草刈りをして、漏水箇所がないか点検しましたか。
堤防、洪水吐等の破損箇所はありませんか。
流域が開発されて流出の変化、土砂崩壊、伐採木の流出な
どの恐れはありませんか。
洪水吐に土のう、板などをおいて無理な貯水をしていませんか。
漏水しているため池は、定期的に漏水量を計り、増えてい
ないか、濁っていないか、調べていますか。
ため池の補修や改修を計画していますか。

進入口の施錠はされていますか。
進入防止柵や転落防止柵はありますか、破損していませんか。
「立入禁止」等の注意看板はありますか。
通学路や住宅地に隣接する場所は、危険性の周知や安全対策
を十分にしていますか。
ため池保険（賠償責任保険）に加入していますか。



　
昨
年
７
月
に
施
行
さ
れ
た 

「
農
業
用
た
め
池
管
理
保
全

法
」
及
び
県
の
「
改
正
た
め

池
保
全
条
例
」
に
基
づ
き
、

令
和
元
年
７
月
、
令
和
２
年

３
月
及
び
５
月
に
約
８
千
５

百
箇
所
の
特
定
た
め
池
を
指

定
し
ま
し
た
。

　
特
定
た
め
池
は
、
県
や
市

町
が
行
う
改
修
整
備
事
業
の

対
象
と
な
り
ま
す
が
、
一
方

で
、
決
壊
に
よ
る
災
害
か
ら

人
命
や
住
宅
、
農
地
・
農
業

用
施
設
を
保
護
す
る
た
め
、

管
理
者
等
が
堤
防
の
掘
削
を

行
う
な
ど
に
お
い
て
は
県
知

事
へ
の
届
出
や
許
可
を
要
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

防
災
工
事
の
届
出

　
た
め
池
の
決
壊
防
止
又
は

減
災
を
目
的
と
し
た
工
事

は
、
工
事
着
手
の
30
日
前
ま

で
の
届
出
が
必
要
で
す
。

﹇
防
災
工
事
例
﹈①
管
理
者
が

自
ら
行
う
改
修
工
事
、②
貯

水
位
を
下
げ
る
た
め
の
施
設

整
備
工
事
、③
た
め
池
の
廃

止
工
事
等

形
状
変
更
行
為
の
許
可
申
請

　
た
め
池
の
貯
水
機
能
や
洪

水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
機

能
に
影
響
が
生
じ
る
行
為

は
、
予
め
県
へ
の
許
可
申
請

が
必
要
で
す
。

①
建
柱

　
堤
防
へ
の
電
柱
等
の
設
置

は
原
則
禁
止
。
ポ
ン
プ
場
等

へ
の
小
規
模
な
引
き
込
み
柱

は
条
件
を
満
た
せ
ば
設
置
可

能
（
要
許
可
申
請
）。

②
用
水
管
の
埋
設

　
堤
防
に
農
業
用
水
管
等
を

埋
設
す
る
場
合
、
満
水
位
以

下
へ
の
設
置
は
原
則
禁
止
。

管
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
保
護

す
る
な
ど
条
件
を
満
た
せ
ば

設
置
可
能
（
要
許
可
申
請
）。

 

③
看
板
、
転
落
防
止
柵
等
の

設
置

　
堤
防
に
看
板
等
を
設
置
す

る
場
合
、
基
礎
底
面
の
高
さ

が
満
水
位
以
下
と
な
る
も
の

は
禁
止
。
基
礎
の
底
面
ま
で

の
深
さ
が
50
セ
ン
チ
以
浅
の

も
の
は
許
可
申
請
不
要
。

　
　
　【
次
ペ
ー
ジ
に
続
く
】

　

　
具
体
的
に
は
、
漏
水
や
侵

食
、
陥
没
の
有
無
、
構
造
物

の
ひ
び
割
れ
な
ど
施
設
の
老

朽
状
況
が
前
回
の
パ
ト
ロ
ー

ル
時
と
比
べ
悪
化
し
て
い
る

と
判
断
し
た
場
合
は
、
応
急

措
置
の
指
導
を
行
う
と
と
も

に
市
町
及
び
県
民
局
と
情
報

共
有
し
て
い
ま
す
。

　
た
め
池
管
理
者
と
し
て
の

意
識
低
下
や
防
災
に
対
す
る

認
識
不
足
は
、
管
理
の
粗
放

化
を
招
き
災
害
リ
ス
ク
を
高

め
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
で
は
、
市
町
が
開
催

す
る
た
め
池
管
理
者
講
習
会

へ
講
師
の
派
遣
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　
令
和
元
年
度
に
は
、
23
市

町
で
延
べ
24
回
（
合
同
開
催

含
む
）
の
講
師
派
遣
を
行
い

ま
し
た
。

　
ま
た
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
配

布
に
よ
る
市
町
自
主
開
催
が

12
市
町
で
22
回
実
施
さ
れ
ま

し
た
。

　
た
め
池
の
適
正
管
理
の
た

め
、
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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い
。



　
兵
庫
県
で
は
、
た
め
池
が

持
つ
洪
水
調
整
や
土
砂
流
出

の
防
止
、生
物
の
生
息
空
間
、

地
域
の
憩
い
の
場
な
ど
、
い

わ
ゆ
る
多
面
的
機
能
が
発
揮

さ
れ
る
よ
う
、
県
民
一
人
ひ

と
り
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で

た
め
池
保
全
に
関
わ
る
取
組

を「
た
め
池
保
全
県
民
運
動
」

と
し
て
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
平
日
の
朝
、
サ
ン
テ
レ
ビ

で
放
映
さ
れ
て
い
る
番
組「
コ

タ
ロ
ー
と
お
は
よ
〜
！
」
で

お
馴
染
み
の
「
メ
ダ
カ
の
コ

タ
ロ
ー
劇
団
」
で
は
、『
み
ん

な
の
環
境
、
み
ん
な
で
守
ろ

う
、
み
ん
な
の
た
め
に
！
』

を
合
言
葉
に
、
次
代
を
担
う

子
ど
も
た
ち
を
対
象
と
し
て

県
内
の
小
学
校
等
で
、
自

然
や
農
村
環
境
を
守
る
こ

と
の
大
切
さ
を
伝
え
る
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
年
１
月
に
は
、
宝
塚

市
の
西
谷
小
学
校
に
お
い

て
、劇
団
員
が
扮
し
た
「
た

め
池
マ
ン
」
を
講
師
と
し
て

学
習
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
一
年

生
か
ら

六
年
生

ま
で
の

子
ど
も

た
ち
が

先
生
方

と
一
緒

に
「
子
ど
も
た
め
池
マ
ン
」

に
変
身
し
、
外
来
生
物
で

あ
る
ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー「
ガ
ニ
オ
ン
」

を
撃
退
す
る
演
劇
を
通
じ
、

た
め
池
の
自
然
環
境
を
保
全

す
る
大
切
さ
を
伝
え
ま
し
た
。

　
な
お
、
劇
団
の
活
動
の
様

子
は
、「
大
人
た
め
池
マ
ン
放

送
局
」
で
発
信
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

ア
プ
リ
の
「
L
Ｉ

N
Ｅ
」
を
利
用
し

て
い
る
方
は
こ
の

放
送
局
に
登
録
す

る
と
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。

　「
大
人
た
め
池
マ

ン
L
Ｉ
N
Ｅ
」
に

登
録
し
ま
せ
ん
か
。

 

【太陽光パネルの設置】

【植栽】


